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議会だより／第 49号 2

平成２９年度一般会計当初予算案 対前年比３７．６％増

☆市民一人あたり☆
≪約７４万１，５８７円≫

歳入項目 平成２９年度当初予算額
市税 ３５億８，６２１万１千円
地方交付税 ８６億２，９５６万５千円
国庫支出金 ５４億７，００３万９千円
県支出金 ３３億７，９２１万１千円
繰入金 ３４億４，９６０万８千円
市債 １６億６，２４０万０千円
分担金及び負担金 ２億３，１５６万４千円
使用料及び手数料 ３億１，２０５万６千円
その他（繰越金等） １５億３，９３４万６千円

総額２８２億５，０００万円を可決！！

◎住民基本台帳人口
　　　　　３８，０９４人
（※平成２９年４月１日現在）

◎歳入
自主財源比率　２８．８５％
（８１億４，９６９万５千円）

○自主財源比率とは・・
市税や使用料など、市が独自に収入でき
るお金（自主財源）が予算総額に占める
割合を示しており、割合が低いほど国・
県からの交付金（依存財源）に頼っており、
市の財政が厳しいことを意味しています。
≪主な自主財源項目≫
市税、分担金及び負担金、使用料及び手
数料、財産収入など

議会費（０．７９％）

民生費（１７．９１％）

総務費（８．２８％）

公債費（１０．８３％）

教育費（９．８７％）

消防費（３．７０％）
土木費（６．９８％）

商工費（７．７１％）

農林水産業費（１２．２６％）

衛生費（７．８６％）

その他（１３．８１％）

市税（１２．６９％）

その他（５．４５％）

使用料及び賃借料（１．０７％）

分担金及び負担金（０．８２％）
市債（５．８９％）

繰入金（１２．２１％）

県支出金（１１．９６％）

国庫支出金（１９．３６％）

地方交付税（３０．５５％）

歳入構成割合歳出構成割合
☆歳入歳出予算総額　２８２億５，０００万円（１００％）☆
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平成２９年度一般会計当初予算案

○議会費　　２億２，３１３万６千円
　☆市民一人当たり　　　　５，８５７円
　・議員報酬、議会運営などに

○総務費　２３億３，８５２万７千円
　☆市民一人当たり　　６万１，３８８円
　　・職員人件費、各種計画策定などに

市議会本会議（議会費）

保育所運営（民生費）

○民生費　５０億５，８８８万３千円
　☆市民一人当たり　１３万２，８００円
　・子ども、高齢者福祉などに

○農林水産業費
　　　　　　　３４億６，４３２万７千円
　☆市民一人当たり　　　 ９万９４２円
　・農林業の振興などに

農道整備（農林水産業費）

職員の執務状況（総務費）

健康増進教室（衛生費）

観光振興（商工費）

消防団運営（消防費）市道整備（土木費）

小学校運営（教育費）

総額２８２億５，０００万円を可決！！

○衛生費　２２億２，１６７万１千円
　☆市民一人当たり　　５万８，３２１円
　・健康づくり、除染対策などに

　
次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
３
月
定
例
会
の
概
要
、
賛
否
一
覧
表
な
ど
」
で
す
。

◎歳出

○商工費　２１億７，８６６万２千円
　☆市民一人当たり　　５万７，１９２円
　・産業や観光振興などに

○土木費　１９億７，２９４万９千円
　☆市民一人当たり　　５万１，７９２円
　・道路、河川、公園整備などに

○消防費　１０億４，３９２万０千円
　☆市民一人当たり　　２万７，４０４円
　・消防、防災などに

○教育費　２７億８，６６９万８千円
　☆市民一人当たり　　７万３，１５３円
　・学校教育や文化振興などに

○公債費　３０億５，９４３万７千円
　☆市民一人当たり　　　 ８万３１３円
　・借金返済などに

○労働費、 諸支出金、 予備費等　３９億１７９万円
　☆市民一人当たり　１０万２，４２５円
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会計名称 補正額 （補正後予算総額）

特　

別

会

計

国民健康保険 ４，３４３万９千円減 （５５億１，８３１万６千円）
介護保険 ４，２１１万６千円増 （４１億８，００４万６千円）
後期高齢者医療 ２６万２千円増 （３億５，５１３万２千円）
滝根町観光事業 １，５３３万３千円減 （７億３，９３５万３千円）
公共下水道事業 ２２０万０千円減 （１０億９，３８６万９千円）
授産場事業 ２３２万２千円増 （６，２６０万３千円）
診療所事業 １億３，８５１万６千円増 （４億４，７２０万０千円）

　水道事業会計 ５，９０４万１千円減 （１５億４４９万８千円）

補正額（補正後予算総額） 補正の主な理由

１４億９，２１４万２千円増
（２６２億４，８７４万円）

歳入　市税、国庫支出金等の増額
　　　県支出金、繰入金、市債等　
　　　の減額
歳出　消防費、諸支出金等の増額
　　　総務費、衛生費、土木費、
　　　教育費、公債費等の減額

○平成２８年度補正予算 　平成２８年度一般会計、各特別会計及び水道事業会計の補正予算が提出され、原案
のとおり可決しました。予算額については、下表のとおりです。

○一般会計補正予算 ○各特別会計及び水道事業会計補正予算

○消費生活センター条例の制定

　平成２９年３月定例会は２月１７日から３月１０日までの２２日間にわたって開かれました。
　冨塚市長より条例の制定、条例の一部改正、平成２９年度各会計予算及び平成２８年度各会計補正
予算などの議案が提出され、すべて原案のとおり可決しました。

３月定例会概要

　市民の消費生活トラブルの未然防止や消費生活の安定・向
上を目的に設置する消費生活センターの組織及び運営に関
し、必要な事項を定めるための条例制定であり、原案のとお
り可決しました。

○都路みらい公園条例の制定

　若い世代の帰還促進と地域住民の憩いと集いの場を提供す
ることを目的に、都路町古道地区に整備を進めている公園に
関し、必要な事項を定めるための条例制定であり、原案のと
おり可決しました。　

消費生活センター設置予定の生活環境課執務室

みらい公園整備予定箇所 （都路町古道地区）
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次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
１
人
の
議
員
に
よ
る
代
表
質
問
な
ど
」
で
す
。

○：賛成　●：反対

※意見が分かれた議案等について掲載しました。
３月定例会賛否一覧表

議案等名

会派名

議
決
結
果

賛
成：反対

市民 net
たむら

新　政
たむら 政友会 たむら

志政会
市　民
クラブ

無
会
派

無
会
派

無
会
派

議員名

大
　
橋
　
幹
　
一

安
　
瀬
　
信
　
一

渡
　
邉
　
照
　
雄

箭
　
内
　
仁
　
一

菊
　
地
　
武
　
司

石
　
井
　
忠
　
治

橋
　
本
　
紀
　
一

照
　
山
　
成
　
信

猪
　
瀬
　
　
　
明

半
　
谷
　
理
　
孝

宗
　
像
　
公
　
一

遠
　
藤
　
正
　
德

白
　
石
　
恒
　
次

大
和
田
　
　
　
博

土
　
屋
　
省
　
一

長
谷
川
　
元
　
行

木
　
村
　
高
　
雄

吉
　
田
　
文
　
夫

遠
　
藤
　
雄
　
一

議案第２１号

平成２９年度一般会計予算について

原
案
可
決

17 ： 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
長
は
採
決
に
加
わ
ら
な
い

○ ○ ● ○ ○

会計名称 平成２９年度当初予算額 対前年比

特　
別
会
計

国民健康保険 ５１億９，１１０万円 ３．９％減
介護保険 ４１億８，７２０万円 ５．２％増
後期高齢者医療 ３億７，９９０万円 ５．５％増
滝根町観光事業 ５億９，０００万円 ４．２％増
農業集落排水事業 ２，６９０万円 ０．４％減
公共下水道事業 １０億８，２００万円 ４．１％増
授産場事業 ６，２００万円 ３．２％増
診療所事業 ２億３，３００万円 ７．４％増

　水道事業会計 １３億６８０万９千円 １６．９％減

○各特別会計及び水道事業会計予算

○固定資産評価審査委員会
　委員の選任

○選挙管理委員会委員及び
　同補充員の選挙
　選挙管理委員会委員及び同補充員の選
挙を行い、下記のとおり決まりました。　

　平成２９年５月１２日をもって任期満
了となる固定資産評価審査委員会委員に
ついて、次の方の選任に同意しました。　◆選挙管理委員 ◆選挙管理委員補充員

佐　藤　吉　清（船引）
佐久間　正　明（常葉）
白　石　富　博（大越）
二　瓶　孝　子（滝根）

宗　像　　　修（都路）
根　本　耕　一（大越）
吉　田　盛　吉（常葉）
村　山　英　勝（滝根）

◆固定資産評価審査委員
永　井　弘　純（再任）
今　泉　栄　作（再任）
吉　田　幸　弘（再任）
吉　田　　　繁（再任）
鈴　木　寅　喜（再任）
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 定例会で審議された議案
区分 番号 件　　　　　名 議決結果

議案

1 号 消費生活センター条例の制定
2 号 都路みらい公園条例の制定
3 号 農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定
4 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
5 号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
6 号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正
7 号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正
8 号 職員の給与に関する条例の一部改正
9 号 職員等の旅費に関する条例の一部改正

１０号 教職員住宅設置管理条例の一部改正
１１号 ふるさと・水と土保全基金条例の廃止
１２号 平成２８年度一般会計補正予算（第６号）
１３号 平成２８年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
１４号 平成２８年度介護保険特別会計補正予算（第２号）
１５号 平成２８年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
１６号 平成２８年度滝根町観光事業特別会計補正予算（第３号）
１７号 平成２８年度公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
１８号 平成２８年度授産場事業特別会計補正予算（第２号）
１９号 平成２８年度診療所事業特別会計補正予算（第４号）
２０号 平成２８年度水道事業会計補正予算（第３号）
２１号 平成２９年度一般会計予算
２２号 平成２９年度国民健康保険特別会計予算
２３号 平成２９年度介護保険特別会計予算
２４号 平成２９年度後期高齢者医療特別会計予算
２５号 平成２９年度滝根町観光事業特別会計予算
２６号 平成２９年度農業集落排水事業特別会計予算
２７号 平成２９年度公共下水道事業特別会計予算
２８号 平成２９年度授産場事業特別会計予算
２９号 平成２９年度診療所事業特別会計予算
３０号 平成２９年度水道事業会計予算
３１号 堀田辺地に係る総合整備計画の変更
３２号 東辺地に係る総合整備計画の変更
３３号 過疎地域自立促進計画の変更
３４号 産業団地切土整地工事（１工区）請負契約の変更
３５号 産業団地切土整地工事（２工区）請負契約の変更
３６号 産業団地切土整地工事（３工区）請負契約の変更
３７号 市道路線の廃止
３８号 市道路線の認定
３９号 市道路線の変更
４０号 平成２８年度一般会計補正予算（第７号）
４１号 財産の処分

承認 1 号 専決処分事項の承認 承　　認

選挙 1 号

選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙
○選挙管理委員
　（大越町；根本耕一、都路町；宗像修、常葉町；吉田盛吉、滝根町；村山英勝）
○同補充員
　（順位 1 位　船引町；佐藤吉清、順位２位　常葉町；佐久間正明
　　　             　順位３位　大越町；白石富博、順位４位　滝根町；二瓶孝子）

当　　選

同意 1 号～ 5 号 固定資産評価審査委員会委員の選任 同　　意

す
べ
て
の
議
案
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決

　３月定例会において、陳情１件が審議されました。

請願 ・陳情

○地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出等について【継続審査】
　　陳情者　全国市議会議長会　会長　岡下　勝彦　　　　　　　　　　　　　　　

陳　情
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代表 ・一般質問

２名の方が代表質問、６名の方が一般質問しました。
　市政全般について質問することが代表質問、様々な課
題等について詳細に質問することが一般質問です。
　議員は政策提言も含めて質問することができ、内容は
自由です。ここでは、全質問項目（下表）を議員ごとに
掲載しておりますので、ご覧ください。

市政全般
代表 平成２９年度市政運営及び

予算編成について 安瀬信一議員 Ｐ７

代表 新年度の市政執行と予算編
成について 石井忠治議員 Ｐ８

一般 公共施設の統廃合と再編に
ついて 吉田文夫議員 Ｐ９

一般 市の課題について 半谷理孝議員 Ｐ１０
一般 区長会研修支援について 半谷理孝議員 Ｐ１０
一般 今後の市政について 照山成信議員 Ｐ１１

安全・安心
代表 最終処分場の建設計画及び

現施設運営の課題について 石井忠治議員 Ｐ８

一般 市内の県道整備について 渡邉照雄議員 Ｐ８
一般 ゴミ置場について 半谷理孝議員 Ｐ１０

教育
一般 子供の貧困問題について 渡邉照雄議員 Ｐ８
一般 市の教育について 照山成信議員 Ｐ１１

保健・福祉
代表 子育て環境と福祉について 安瀬信一議員 Ｐ７
一般 子育て支援について 渡邉照雄議員 Ｐ８
一般 障害者差別解消法について 吉田文夫議員 Ｐ９
一般 認知症患者への支援につい

て 木村高雄議員 Ｐ９

一般 国民健康保険制度について 木村高雄議員 Ｐ９

産業・観光
代表 農業政策について 安瀬信一議員 Ｐ７

代表 新たな作物導入による農業
振興について 石井忠治議員 Ｐ８

一般 ドローンの利活用に関する
推進策について 土屋省一議員 Ｐ１０

一般 ムシムシランドの現状と再
開発について 土屋省一議員 Ｐ１０

　
次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
４
人
の
議
員
に
よ
る
代
表
質
問
と
一
般
質
問
」
で
す
。

※代表質問や一般質問の方の欄にＱＲコードが掲載され
　ています。スマートフォンなどで読み取っていただき
　ますと、ユーチューブの録画映像にアクセスできます
　のでご活用ください。

①市総合計画後期基本計画に掲げた６本の柱と新た
に加えた「郷土の復興」の具現化に向けた各種施策
を引き続き推進します。
②地方交付税が普通交付税の合併算定替え経過措
置の縮減などにより、平成２８年度と比較して６，
１６４万５千円減少しますが、国庫支出金は対象事
業費の増加に伴い再生加速化交付金が約３６億円増
加します。

①基本方針は。
②昨年対比増減のうち大きく変化した項目は。

答

問

平成２９年度市政運営及び予
算編成について

（市長）

新年度予算編成の
基本方針は。

総合計画に掲げた各種
施策を推進します。

①現時点では整備計画はありませんが、保育需要の
推移の見極めはもとより、民間との棲み分けのほ
か、すでに都路、大越地区で先行しております幼保
の一元化施策としての「こども園」化などの対応と
ともに、幼児預かりや放課後児童クラブも加えた拠
点化の推進や遊休資産の活用など、経済性や効率性
にも配慮し検討してまいります。
②生活を支援する事業として軽度生活援助事業、高
齢者住宅改修助成事業などを実施しているところで
す。また、安定して介護を継続できるよう、介護者
が体と心を休められるようなケアプランの作成に努
めております。

①手狭になり老朽化した船引保育所の整備計画は。
②ダブル介護、老老介護支援は。

答

問

子育て環境と福祉について

（市長）

①従来から取り組んでいる主要園芸作物をはじめ、
エゴマや玉ねぎ、ビール用のホップなどの新たな農
作物の発掘を行い、実証栽培により確立された新規
農作物の栽培を推進します。
②船引町永谷地区については、平成３０年度の着工
を予定しており、そのほか都路町山口地区、地見城
地区、上岩井沢地区、古道地区、常葉町西向地区、
船引町北移地区の６カ所については平成２９年１月
に県が実施計画の申請を行い、今後事業認可を受け
進めてまいります。

①休耕農地活用のため、特産物が必要だが市の農業
政策は。
②交付金利用の基盤整備事業の現状と今後の計画
は。

答

問

農業政策について

（市長）

市
民
net
た
む
ら

安
瀬　

信
一　

議
員
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①長期的な視点に立ち効率的・効果的な行財政運営
に努めるとともに、施策の選択と集中を図り、多様
化するニーズに対応してまいります。
②施策の継続性を確保することに努め、予算編成を
しましたが、新規事業については、４月の市長選挙
後に提案いたします。

①市政執行の基本姿勢と運営方針は。
②予算編成における特筆すべき事項は。

答

問

新年度の市政執行と予算編成
について

（市長）

その他
・行政組織の効率的運用に向けた職員管理について
・市税等の適正課税及び差誤の実態について
・生活環境等における放射線除染の徹底について
・産業団地造成に伴う企業誘致について
質問を行いました。

新たな最終処分場
の計画は。

構成市町で早期の計
画・立案を目指します。

①田村広域行政組合と構成市町において、田村地方
の実情に即した、より実現可能な手法について検討
を重ねており、早期の計画・立案を目指します。
②指定廃棄物は、国有化した富岡町の管理型処分場
に搬出する準備を進めておりますが、現時点では明
確な搬出時期は示されておりませんので、引き続
き、国に対し施設の早期運用と速やかな搬出を強く
求めてまいります。

①新たな最終処分場建設計画の具現化は。
②一時保管されている指定廃棄物の搬出と実現の見
通しは。

答

問

最終処分場の建設計画及び現施設
運営の課題について

（市長）

①平成２８年度は、４戸の生産農家で、６０アール
の試験ほ場を設け、栽培作業を通して様々な情報を
得ることができました。今後は、栽培マニュアルの
作成や先進地の視察などを行い、栽培技術の普及を
積極的に推進してまいります。
②実証栽培の結果を踏まえ、栽培面積の拡大や作業
の共同化などの財政的支援など総合的な検討を進め
てまいります。
③地方創生加速化交付金事業により、生産者や加工
業者などと協議を行い、ブランド化に向けた取り組
みを開始しております。ブランド化には付加価値を
上げることが重要であることから、成分分析による
市産エゴマの優位性を見出すなど、他地域との差別
化に取り組んでまいります。

①エゴマの機械化栽培実証実験の結果と今後の普
及・推進方針は。
②先駆的な機械体系導入者などへの財政支援策は。
③ブランド化に向けた取り組みは。

答

問

新たな作物導入による農業振興
について

（市長）

①就学支援は、小学校では児童数が減少したこともあ
り、支給額、人数、全児童数に対する割合とも低下し
ており、中学校ではほぼ横ばいの状況です。また明日
の田村市を担う子供の将来が、生まれ育った家庭の状
況に左右され、教育を受ける機会にまで影響を及ぼす
恐れがあると捉えておりますので、経済的な理由で子
供たちの教育の機会が制限されることのないよう、就
学援助制度の趣旨をすべての保護者に周知することは
もとより、学校、関係機関との連携を図りながら、子
どもたちの学校生活の様子や家庭状況を把握し、適切
に支援してまいります。

①小中学校児童生徒への就学支援状況は、どのような
傾向を示しているか。また子供の貧困問題解決策は。

答

問

子供の貧困問題について

（教育長）

その他
・路線バス廃止後の支援策について
質問を行いました。

子どもの貧困問題
解決策は。

家庭状況などを把握し
適切に支援します。

①センターのあり方や体制等の検討を行い、早期の整
備に向け取り組んでまいります。
②親と祖父母のコミュニケーションをより円滑にし、
子供たちが様々な世代の愛情に包まれて育つことは、
健やかな成長を促すために大切なことでありますの
で、祖父母手帳の活用について検討してまいります。

①妊婦、出産から就学前までワンストップで相談でき
る「子育て世代包括支援センター」をいつまでに設置
する考えか。
②祖父母手帳導入による孫育て支援の考えは。

答

問

子育て支援について

（市長）

①県中建設事務所との「まちづくり意見交換会」など
の機会をとらえ、引き続き安全確保のため、歩道設置
や拡幅改良を要望してまいります。
②機会あるごとに県に働きかけてまいりましたが、黒
川地内については待避場設置などの基本計画を作成中
と伺っており、八升栗地内については、調査設計の予
算要求をしていると伺っております。
③路肩拡幅の事業化に向け各種調査を進めるととも
に、当面は区画線の設置など安全確保に努めると伺っ
ていますが、引き続き早期改良を要望していきます。

①関本地内狭隘道路の通学路安全対策は。
②黒川地内１．５㎞、幅員２．５ｍ区間及び八升栗地内
コンクリート橋の拡幅に関する市の対応は。
③常葉・大越町境の狭隘道路拡張への市の対応は。

答

問

市内の県道整備について

（建設部長）

渡
邉　

照
雄　

議
員

（
公
明
党
）

吉
田　

文
夫　

議
員

新
政
た
む
ら

石
井　

忠
治　

議
員
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答

問

その他
・介護保険制度について
質問を行いました。

①昭和４０年頃から多くの公共施設が整備され、築
後３０年を経過した施設が全体の約５３％となって
おりますことから、長期的な視点に立った老朽化対
策のため、現在策定中の公共施設等総合管理計画の
中で、今後の施設の修繕や廃止、更新を含めた方向
性を検討しております。
②市民ニーズに必要な行政サービスを今後も継続的
に提供していくため、適切な維持管理や定期的な修
繕・更新を行っていくとともに、修繕等の履歴につ
いては、現在導入を進めている施設管理システムの
運用により管理してまいります。

①施設等の老朽化対策は。
②適切な維持管理・修繕・更新の実施と履歴の蓄積
についての考えは。

公共施設の統廃合と再編につ
いて

（市長）

公共施設の老朽化
対策は。

公共施設等総合管理計
画の中で検討します。

①身体に障害のある方のためのスロープ設置、知的
障害者へのわかりやすい説明、精神障害者へのスト
レスなく仕事ができるような短時間勤務での雇用な
どは、それぞれの障害に対応した合理的配慮の提供
例として適切なものであると考えており、行政機関
での率先した取り組みや、民間事業者、住民として
できることは何かなど、制度の趣旨や内容を理解し
ていただけるよう、共生社会の実現に向けた広報活
動を推進してまいりたいと考えております。
②公共交通機関の民間事業者は、それぞれの対応指
針による努力義務として自主的な対応を求められて
おり、鉄道、バス及びタクシーなどの交通事業では、
国土交通省からの対応方針を活用し、主体的に取り
組みを進めております。

①障害別の合理的配慮の取り組みは。
②公共交通機関の合理的配慮は。

答

問

障害者差別解消法について

（保健福祉部長）

認知症患者に対す
る支援策は。

心身の状況などを把握
し対応していきます。

①医師から何らかの認知症状があると診断されてい
る方は１，６０５人で、現在認知症地域支援推進員
の設置、認知症サポーター養成講座等の開催をして
おりますが、来年度に支援チームを設置し、認知症
や認知症が疑われる方とその家族を訪問し、必要な
家族支援など初期の支援を包括的、集中的に行い、
自立生活のサポートを進めることとしております。
②状態により精神障害者保健福祉手帳が交付されま
すが、手帳を所持することで、自立と社会参加の促
進を図ることができるため、患者の心身の状況や
ニーズを的確にとらえ相談に応じるなど、きめ細か
な対応や制度の周知に努めてまいります。

①市内認知症患者数と患者に対する支援策は。
②認知症でも障害者手帳を取得することができるの
か、市の見解は。

答

問

認知症患者への支援について

（保健福祉部長）

①県は財政運営の責任主体となり、総合調整の役割
を担い、市は県から示された標準保険料率や納付金
を基本に、これまで同様保険料率の決定や賦課・徴
収、資格管理、保険給付のほか、地域独自の保健事
業や細やかなサービス事業などを担います。
②保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた保険
者支援分の保険基盤安定繰入金として、平成２８年
度は７，７５２万２千円を見込んでおり、その全額
を医療給付費に充当することにしております。
③税率は平成２８年度同様に据え置くことで、予算
総額を２億１，１９０万円減の５１億９，１１０万円
としております。

①国保広域化に伴う県、市の役割は。
②国は保険者支援制度の拡充として約１，７００億
円の交付を実施したが、その活用は。
③平成２９年度国保税率の推移は。

答

問

国民健康保険制度について

（市民部長）

その他
・指定管理者制度について
質問を行いました。

　
次
の
ペ
ー
ジ
は
、「
３
人
の
議
員
に
よ
る
一
般
質
問
」
で
す
。

旧大越公民館

（H29.1.1 から大越行政局へ事務所を移動）

認知症サポーター養成講座

木
村　

高
雄　

議
員

（
日
本
共
産
党
）

吉
田　

文
夫　

議
員
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①船引高校生の希望者３１名を対象に、２９年３月
までに６回の講座を実施することとしており、ド
ローンの可能性と安全性の知識や、操縦技術の習得
のほか、テーマごとにグループワークでの地域課題
の解決、空撮映像の作成などに取り組むこととして
おります。このことに対し市では、講師と高校の連
絡調整や特別講座関連支援のほか、関係機関などと
講座の進め方の調整を行ってまいります。
②県では、イノベーションコースト構想を推進する
ため、県全体で県内外の産学官が連携した「産学官
の連帯協議会」を創設することとしており、引き続
き県や慶應義塾大学と情報交換を密にし、積極的な
連携を図ってまいりたいと考えております。

①慶應義塾大学のドローン特別講座の現状と市の関
わりは。
②イノベーションコースト構想への慶應義塾大学の
関わりと基本方針は。

答

問

ドローンの利活用に関する推
進策について

（市長）

ドローン特別講座開
催の現状は。

船引高校生を対象に３月
までに６回開催します。

①平成２７年度の入込は１万２，８４６人で、原
発事故前の平成２２年度の７万１，７５８人の約
１８％まで減少しており、ビートルスライダー等の
遊具やバーベキューハウス等の施設が使用できない
ため、事故前までの回復は見込めない状況でありま
す。
②遊具については、修繕や維持管理に多大な費用を
要することから、撤去作業を進めております。再生
検討業務では、ムシムシランドの現状を調査し、再
生方針やターゲットの検討を行い、田村市常葉振興
公社においては、今後の経営のあり方等について検
討を進めております。再開発につきましても、これ
らの検討結果を踏まえ整理してまいりたいと考えて
おります。

①殿上牧場「こどもの国ムシムシランド」の現状は。
②遊具施設の撤去と再開発検討経過と今後の計画
は。

答

問

ムシムシランドの現状と再開
発について

（産業部長）

①通勤や通学、通院といった個々の生活実態の現状
を踏まえ、日常生活の利便性や生活環境の向上など
の施策に取り組み、帰還を促進してまいります。
②人口減少対策は、最重要課題と位置づけ、出生率
の向上、定住化の促進などにより安定した人口構成
を目指し、将来にわたって活力ある地域社会を実現
できるよう対策を講じてまいります。
③少子化の要因となる晩婚化、未婚化の解消を図る
ため、独身男女の出会いの場を創出し、結婚のきっ
かけを作ることを目的に事業を実施しており、２９
年度は婚姻に伴う新居住居費の補助など経済的に支
援する制度を開始することとしています。

①帰還の促進は。
②人口減少対策は。
③結婚支援は。

答

問

市の課題について

（市長）

①地域の実態に即したまちづくりのための視察や研
修は有効と考えることから、各地域区長会の意見を
伺いながら、効果的な研修内容となるよう協議して
まいります。

①地区が抱える問題の解決に向けた研修や経費負担
などのサポートが必要では。

答

問

区長会研修支援について

（総務部長）

区長会研修（福島環境創造センター）

その他
・小学校の動物飼育について
質問を行いました。

①ゴミの適切な分別や指定日時の遵守など、これま
での啓発に加え、現況を把握したうえでの指導を徹
底してまいります。ごみ収集所の設置は、周辺環境
に配慮するなど、各地域の実情に合わせて設置して
いるところです。収集所設置に係る補助金などは、
利用する方々が自主的に設置や管理を行っていただ
いていることから、補助制度はありません。

①動物、風などによりゴミが散乱してしまう収集所
の改善と設置に係る補助金などの有無は。

答

問

ゴミ置場について

（市民部長）

区長会に対する研
修サポートは。

行政区長連合会役員会
で協議していきます。

船引高校でのドローン特別講座

照
山　

成
信　

議
員

半
谷　

理
孝　

議
員

土
屋　

省
一　

議
員
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①いじめについては、「絶対に許されない行為であ
る」との認識のもと「いじめ防止等に関する条例」
の制定と、「いじめ問題対策協議会」や「いじめ対
策特別委員会」を設置する準備を進めており、これ
らの条例や組織がいじめの未然防止と万が一の発生
時に、有効に機能するよう具体的な取組を進めてま
いります。また不登校については、平成２９年１月
末現在、３０日以上欠席した児童生徒は２６人と
なっておりますので、各学校が実態に応じた対策を
立て、児童生徒一人ひとりに対して教育相談を実施
するとともに、関係機関との連携を図りながら、家
庭訪問や面談、個別の学習支援を継続し、早期復帰
に向け、丁寧な支援に努めるとともに、スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカー、心の教
室相談員との連携を密にして新たな不登校を出さな
い対応を指導しております。

①市の教育における、いじめ対策・不登校対策の現
状は。

答

問

市の教育について

（教育長）

いじめ・不登校対
策は。

関係機関と連携し対応
してまいります。

①市民目線に立ち、市民の声を受け止めながら、福
祉や子育て環境の充実、産業の振興、地域の活性化
を図る人材の育成などに力を入れてまいりたいと考
えており、特に子育て環境の充実を図るため、学校
給食の無料化や２歳児までの保育料無料化の拡大、
市民に憩の場と健康づくりに役立つ場を提供するた
めパークゴルフ場の整備や企業誘致による雇用の確
保に取り組んでまいりたいと考えています。また、
地域の除雪や道路の草刈り、さらには子供の見守り
など、市民の皆様がさまざまな形のボランティア活
動でご協力をいただいておりますことに感謝を申し
あげ、「自分たちが住んでいる地域は自らの力で、
さらに住みよい環境づくりをしていただく」よう、
さらなるご協力をお願いしたいと考えております。

①市長として選ばれて市民にしてあげたいと思うこ
とや、市民にして欲しいと思うことは。

答

問

今後の市政について

（市長）

　請願とは、憲法第１６条に規定された国民の
権利として、公の機関に対して要望を述べる行
為で、必ず紹介議員を要しますが誰でも提出す
ることができます。陳情とは、事実上の行為と
して議員の紹介なしで提出するものです。 

○請願（陳情）書の書き方と提出方法

　請願書などは、議会事務局へ直接持参し
てください。なお、定例会開会の５日前（土
日祝日を除く）に開かれる議会運営委員会
前日午後５時までに受付したものは、当該
定例会で審議するかどうかを議会運営委員
会で判断しますが、それ以降に受付したも
のは、次の定例会前の議会運営委員会で審
議するかどうか判断することになります。
　詳しくは、議会事務局へお問い合わせく
ださい。
※意見書提出を求める場合は、意見書の案
文を添付願います。

請願（陳情）書
　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日
　田村市議会議長　○○○○　様
　　　  　請願者　住所　○○○○○○○○
　　　　（陳情者）  氏名　○○○○○  印
　　　　（連絡先）  電話番号　○○○○○○○○
　　　　紹介議員　○○○○（署名又は記名押印）
　　　　　　　　　※陳情の場合は不要

　　（件名）　○○○○について
      請願（陳情）要旨　○○○・・・・
　　請願（陳情）事項　○○○・・・・

請願・陳情のお知らせ

【記載例】
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請願書
陳情書

照
山　

成
信　

議
員

いじめ ・不登校対策研修会



議会だより／第 49号 12

各常任委員会活動報告

３月定例会委員会審査
　総務文教常任委員会には、条例の一部改正６件、辺地総合整備計画の変更２件、過疎地域自立促進計画の変更１件の計
９議案が付託され、原案のとおり可決すべきものと決定されました。また、１２月定例会で継続審査としていた陳情審査
も行われ、審査の結果、継続審査すべきものと決定されました。主な審査内容は、次のとおりです。　

　「地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出等」に
ついては、地方行政の広範かつ専門的な諸課題について、住民の意
向をくみとり、執行機関の監視、政策提言を行うなど、重要な役割
を担う地方議会議員の、人材確保と幅広い層からの政治参加を図る
観点から、地方議会議員の、厚生年金加入のための法整備を早急に
実現するよう、国に対して意見書の提出を求めるものです。
　審査の過程において、本陳情の趣旨は十分理解できるが、厚生年
金への加入を図るためには、制度設計に様々な課題があることか
ら、更なる情報収集と議論をすべきとの意見が出されました。審査
の結果、全会一致で継続審査を要するものと決定されました。

陳情の審査結果

総務文教常任委員会 委員長　半谷　理孝

　旧春山小学校長住宅で実施するチャレンジハウスと
はどういったものか。

　定住促進対策事業の一環として、市外から農業体験など
で来る方の短期宿泊として貸し出す施設のことです。

教職員住宅設置管理条例の一部改正
今回の変更により追加したスクールバス購入につい
て、どういったバスを購入するのか。

　中型のスクールバスを購入する計画です。

過疎地域自立促進計画の変更
問

答（教育総務課）

問

答（協働まちづくり課）

所管事務調査　　　　　　　　２月２８日に「市内各小中学　　
　　　　　　　　校及び各幼稚園のトイレの現
状」について、所管事務調査を行いました。　

所管事務調査 （船引中学校）

３月定例会委員会審査
　市民福祉常任委員会には、条例の制定２件の審査が付託されました。審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定
されました。主な審査内容は、次のとおりです。

市民福祉常任委員会 委員長　遠藤　正德

消費生活センターにおける職員配置はどうなるのか。
また、市民が県の消費生活センターに相談した件数は
どの程度か。　　

　生活環境課長を消費生活センター長とし、生活環境課員
もセンター職員を兼務することとなります。また、平成
２９年度に消費生活相談員として、消費生活相談員資格の
保有者、または消費生活相談員の資格取得を目指す方２名
を公募する予定であり、消費生活相談の専門員として配置
を考えております。
　福島県消費生活センターへの相談件数については、平成
２７年度が１６９件、平成２８年度は、平成２９年１月末
現在で、１２４件であります。　　

消費生活センター条例の制定

公園整備に掛かる経費が多額となった要因は。　　

　従来からあった水路等を活用し、経費削減を図った
が、震災後の物価高騰などで、盛土整備に要する経費が
多額となったことが、主な要因であります。　

都路みらい公園条例の制定

問

答（生活環境課）

問
答（社会福祉課）

議案調査 （みらい公園整備状況：都路町古道地区）

所管事務調査
２月２８日に「厚生病院の誘致について」、担当課から説明
を受け所管事務調査を行いました。

所管事務調査 （厚生病院誘致について）
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産業建設常任委員会 委員長　大橋　幹一

３月定例会委員会審査
　産業建設常任委員会には、条例の制定１件、条例の一部改正１件、条例の廃止１件、工事請負契約の変更３件、市
道路線の廃止１件、市道路線の認定１件、市道路線の変更１件の計９議案が付託され、審査の結果、すべて原案のと
おり可決すべきものと決定されました。主な審査内容は、次のとおりです。

農業委員と新設される農地利用最適化推進委員の組織区分はどのようになるのか。

　農業委員は、農家数、農地面積及び認定農業者数を考慮した係数により地区ごとに配分し、滝根が２人、大越が２
人、都路が２人、常葉が３人、船引が９人、これに利害関係を有しない中立的な立場の委員１人を加え、法令の上限
である１９人とし、農地利用最適化推進委員については、現場活動が主な業務となるが、担当区域の農業委員と連携
することが効率的かつ合理的であることから、農業委員と同数程度とすることを基本として、滝根が３人、大越が２
人、都路が２人、常葉が３人、船引が１０人の合計２０人とするものです。

農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定

基金条例廃止後における道・排水路整備に係る財
源はどのようになるのか。

　今後は基金からの繰り入
れがなくなるため、国県の
補助や一般財源などで対応
してまいります。

ふるさと・水と土保全基金条例の廃止

問
答（農業委員会事務局）

問

答（農林課）

排水路整備

所管事務調査 ２月２８日に、「市道等建設工事の
現状」について、所管事務調査を行
いました。

所管事務調査 （常葉町鹿山地内）

３月定例会委員会審査 　予算常任委員会には、平成２８年度各会計補正予算議案１０件、平成２９
年度各会計予算１０件が付託され、原案のとおり可決されました。主な審査
内容は、次のとおりです。　

予算常任委員会 委員長　白石　恒次

地方創生総合戦略交付金減の具体的事業は。

　定住化促進に対する支援に関することや、不妊等に
係る対策事業の経費などです。

平成２８年度一般会計補正予算

利用可能な空き家はどの程度あるのか。

　調査の結果、６５０件が空き家と思われることか
ら、この利活用についてアンケート調査を送付し、
１３０件の回答を得ております。

問
答（協働まちづくり課）

問
答（協働まちづくり課）

平成２８年度国民健康保険特別会計補正予算
問 高額療養費に該当する件数は。
答（市民課）
　平成２７年度実績で、一般被保険者が４，１１４件、
退職被保険者が２１２件、合計４，３２６件で、毎年４，
０００件程度です。　

平成２９年度一般会計予算

問問

問

答答

答

　平成２９年度から新規事業として学校司書を２名雇用
し、順番に各小中学校に派遣する事業です。

学校図書館支援業務事業の内容は。

生活道簡易舗装工事の進捗状況は。

　平成２９年度に滝根地区が６路線、常葉地区が１１
路線、船引地区が２４路線を予定しており、平成３０
年度には滝根、常葉地区が完了予定で、船引地区にお
いても平成３３年度完了予定です。
鳥獣被害防止緊急対策の事業内訳は。

　電気牧柵１０ｋｍ、３９０万円、罠が６００万円、
実施主体の日当が１３５万円です。

（農林課）

（建設課）

（学校教育課）

平成２９年度公共下水道事業特別会計予算
問 受益者負担金の収入見込額は。
答（下水道課）
公共施設への接続見込み、新規加
入者、分納者等現年分見込み２，
２４３万７千円です。　
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各委員会は、次のとおり視察調査を行いました。

各委員会視察調査報告

●総務文教常任委員会 ●調査結果
　鳥取市では、定住促進に関する取り組みについて、現在の移住・定住の状況、
市としての支援策、施策を実施するうえでの課題、今後の目標などの説明を受け●視察日　平成 28 年 10 月 17 日～ 19 日

●視察地　鳥取県鳥取市
　　　　　島根県松江市
　　　　　島根県雲南市
●調査項目
　・定住促進（Ｕ・Ｊ・Ｉターン）の取り
　　組みについて
　・小中一貫教育について
　・地域自主組織の取り組みについて

ました。
　松江市では、小中一貫教育の取り組みにつ
いて、導入の経緯や現在の状況、現在直面し
ている課題・問題点、今後の目標などの説明
を受けました。
　雲南市では、地域自主組織の取り組みにつ
いて、市内各地域での特色ある事例、市とし
ての支援策、今後の組織のあり方などの説明
を受けました。　　　　

●市民福祉常任委員会 心して豊かな生活を送れるまちづくりを目指し、健幸ポイント事業を実施するな
ど、地域を元気にする取り組みなどの説明を受けました。
　松本市では、保育園における園庭の一部を芝生化にすることによる園児の怪我●視察日　平成 28 年 10 月 19 日～ 21 日

●視察地　新潟県見附市
　　　　　長野県松本市
　　　　　静岡県富士市
●調査項目
　・健幸ポイント事業について
　・保育園園庭芝生化事業について
　・廃棄物減量化事業について
●調査結果
　見附市では、人々が生きがいを感じ、安

小宮保育所 （長野県松本市） にて

抑制、活動量向上など、のびのびと教育できる
保育施設の実現に向けての取り組みなどの説明
を受けました。
　富士市では、製紙工場が盛んなこともあり、
以前からごみ量の多さが課題であったため、市
独自に廃棄物減量化事業として、ごみ分別アプ
リ「きみもごみ減らし隊」、家庭で生ごみを処
理できる段ボールコンポスト「だっくす食ん太
くん」を制作など、廃棄物減量化のための取り
組みなどの説明を受けました。　

●産業建設常任委員会 人が、大規模な団地化による施設と露地で、輪ギク・小ギクの栽培に取り組み、
新規就農者に対する各種の研修制度をうまく活用し技術力の向上を図りながら、
販売目標額１億円を目指し事業を展開する「園芸メガ団地育成事業」についての
説明を受けました。

●視察日　平成 28 年 10 月 5 日～ 7 日
●視察地　秋田県男鹿市、青森県十和田市
●調査項目
　・園芸メガ団地育成事業について
　・道路整備パートナーシップ事業及び生
　　活道路除雪パートナーシップ事業につ
　　いて
●調査結果
　男鹿市では、地元ＪＡが事業主体となり
認定農業者や認定就農者など若手農業者８ 男鹿市役所にて

　十和田市では、町内会が地域内の道路整備の
計画を自ら行い、それに対し市が予算の範囲内
で原材料や重機借上げ料などを支援する「道路
整備パートナーシップ事業」と、住民自らが所
有する農業用トラクターなどを活用し集落内の
生活道路の除雪実施に対し、市が除雪の延長に
応じた活動交付金を支払う「生活道路除雪パー
トナーシップ事業」など、行政（市）と市民（町
内会等）が協働により事業を展開する２つの取
り組みについて説明を受けました。　　　

　●議会運営委員会 人５０分以内とし質問回数に制限はない。また、議会改革の取り組みについて、
議会改革基本条例の制定、議会報告会実施要綱の作成、議会報告会の開催などの●視察日　平成 28 年 11 月 8 日～ 9 日

●視察地　静岡県三島市
　　　　　神奈川県南足柄市　
●調査項目
　議会運営、議会改革の取り組みについて
●調査結果
　三島市議会では、代表質問は２月定例会
のみしか行わず、発言時間は答弁を含め１
会派１人６０分以内とし発言回数に制限は
ない。一般質問は質問・答弁を合わせて１

三島市役所にて

説明を受けました。
　南足柄市議会では、代表質問は当初予算審議
がある２月定例会及び市長当選後の初定例会で
行う所信表明に対してのみ実施し、一般質問
は、答弁を含め１人６０分以内で、質問回数に
制限はない。また、議会改革の取り組みについ
て、議員定数の見直しによる削減の実施、傍聴
者へ議案書貸出、平成２６年１２月からのタブ
レット端末機の導入、議会報告会の実施状況な
どの説明を受けました。

松江市役所にて
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●視察日　　　平成２９年１月２０日
●視察地　　　埼玉県寄居町
●調査項目　　議会広報紙について
●調査結果
　寄居町において、議会広報紙についてをテーマとし、
　・広報紙発行までのスケジュール（流れ）
　・広報紙作成にあたっての注意点
　・町民アンケート実施の経緯、Ｖｏｉｃｅ（町民が議会だよりへ意見を　
　　よせること）の選定方法及び運用
　・広報編集における課題及び問題点並びに今後の目標
についての４項目を中心に、寄居町議会議長をはじめ、議会広報広聴特別
委員会からの説明を受けました。
　寄居町議会だよりの概要、編集から発行までの流れや日程、ページ割・
担当者割の考え方、寄居町と当市の議会だよりの比較などについて説明を
受けました。
　その後、意見交換の中で、議会だよりの編集に当たり、寄居町では特集
記事の企画、住民参加型の紙面づくりの実施など、毎号様々な観点からア

議会広報委員会視察調査報告

レンジを加え、住民目線に立った、読みやすく・分かりやすい紙
面構成を実施していることを感じました。
　当市でも、同様に市民目線に立ち、読みやすく・分かりやすい、
開かれた議会を目指す一つの方策として、議会だよりの発行を実
施してきましたが、寄居町の議会だよりのうち、住民アンケート
調査やＶｏｉｃｅなど市民参加型による議会だよりの作成は、多
いに参考となることから、今後の紙面構成、レイアウトなどの変
更を広報委員会において検討していくこととしました。
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議会事務局からのお知らせ

☆議会中継をインターネットにより動画配信しています！！

☆市民の声を募集しています！！

☆市政だより、議会だよりをスマホ用アプリ『マチイロ』でご覧いただけます！！

田村市議会のホームページでは、議会に関する各種情報を公開しています。
定例会等の開催日程や会議録など最新の情報をご覧になることができます。

 　「たむら市政だより」「たむら議会だより」をもっと多くの皆さんに読んでいただける
よう、スマートフォン用アプリ「マチイロ」を導入しました。この無料アプリをダウン
ロードすると、いつでもどこでもスマートフォンなどで「市政だより」や「議会だより」
を読むことができます。
 　ダウンロード方法など詳しくは「マチイロ」のホームページをご覧ください！　

　議会や市政全般に対するご意見・ご要望など、原稿用紙１枚（３６０字程度）
と住所、氏名をご記入いただき、顔写真を同封（添付）して持参、郵送、メー
ルにより議会事務局までご寄稿ください。
　なお、ご寄稿していただきました原稿について、「市民の声掲載基準」に基
づき、掲載の可否を判断いたします。詳しくは、議会事務局までお問い合わせ
ください。

　田村市議会では、インターネットを活用し、本会議中継を動画配信（ライブ及び録画）しております。市の
HP からアクセスしていただくと、代表質問や一般質問などの映像をご覧いただくことができます。
　なお、ライブ配信は議会開催中に、録画配信は議会閉会後 1 週間程度でご覧になることができます。詳しくは、
議会事務局までお問い合わせください。

☆アドレス☆ http://machiiro.town/
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議会基本条例（素案）ができました！！
☆市民の皆様から議会基本条例（素案）の内容についてご意見などを募集します☆

　下記に掲載しています議会基本条例（素案）をご覧いただき、ご意見などがありましたら、議会事務局へご提出をお
願いします。
１　意見提出対象者
　　　①市内にお住まいの方　　　②市内に事業所を有する方
　　　③市内事務所に勤務する方　④市内の学校に在学する方
２　意見提出方法（いずれか）
　　　①直接持参提出　②郵送　③ＦＡＸ　④電子メール
２　意見募集期間
　　　平成２９年５月１日（月）～平成２９年５月３１日（水）
３　提出用紙
　　　右に掲載している【記載例】を参考に提出してください。
　　（※様式は市議会ホームページに掲載してありますのでご活
　　　用ください）
４　その他
　　①お寄せいただいたご意見等はまとまり次第、市議会ホーム
　　　ページに公開いたします。
　　　（※ご意見以外（氏名、住所等）は公開いたしません）
　　②ご不明な点があれば議会事務局までご連絡をお願いします。

議会基本条例（素案）に対する意見
　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日

　ご意見等を記入してください。
　

氏名 電話番号
住所 　田村市　　　　町

該当条項等 意見及び理由等

【記載例】

◆◇◆田村市議会基本条例（素案）◆◇◆
　田村市議会は、本市における日本国憲法に定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法第９６条第１項
各号に規定する議決事件にとどまらず、議決すべき事件を定める権限を有する。
　また、地方分権時代において、地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲が拡大されるなか、地方自治の進展を図るため、
市民と自治体との信頼関係、協働の精神が不可欠であり、二元代表制の下で、ともに市民の負託を受けた市長と議会が、健
全な緊張関係を保ちながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、それぞれの職責を担い、市民の代表として多様化する市
民ニーズを的確に把握し、市民福祉の増進と市政の発展に努めることが求められる。
　議会及び議員においては、正確な情報を市民と共有するための積極的な情報公開を行うとともに、より一層市民からの信
頼に応えるため、時代に合った市民が求める議会の在り方を目指し、「市民に開かれた議会」と「議会への市民参加」の促進と、
議会としての政策立案能力を高め政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない。
　また、田村市は河野広中らが日本で初めての議会である民会をつくり、自由民権思想を広めた地で、福島県の自由民権運
動発祥の地といわれる。
　このような認識の下、先人が築いた歴史と伝統を受け継ぐとともに、不断の改革に努め、市民の代表として創意工夫を重
ね、行動する市議会として市民とともに主体性を高めることを決意し、全力をもって、市民の負託に応えるため、この条例
を制定する。

第１章　総則
　　（目的）
第１条　この条例は、真の分権時代の到来に向けて、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事　
　項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市民福祉の向上と市の発展に寄与することを目的とする。

　

　住　　所　　　　〒９６３－４３９３
　　　　　　　　　田村市船引町船引字畑添７６－２　　
　電話番号　　　　０２４７－８１－１２２３
　ＦＡＸ番号　　　０２４７－８１－１２２４
　メールアドレス　gikai@city.tamura.lg.jp

　★☆議会基本条例（素案）に対するご意見などの提出先☆★

※下記アドレスにアクセスしていただくと様式をダウン
ロードできます⇓
http://www.city.tamura.lg.jp/site/gikai/kihonjoreikoubo.html

※本庁並びに各行政局市民課に様式な
どが備え付けてあります。



田村市議会17

第２章　議会及び議員の活動原則
　　（議会の活動原則）
第２条　議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
（１）　公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すこと。
（２）　市民の多様な意見を把握し、反映させるための運営に努めること。
（３）　議決責任を深く認識し、市民に対し積極的な情報公開に努め、説明責任を
　　果たすとともに、市民にとって分かりやすい議会運営に努めること。
（４）　市民主権のもと、市民の立場に立ち市政の監視・評価の強化に努めること。
　　（議員の活動原則）
第３条　議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
（１）　議員は、言論が議会活動の基本であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじ
　　ること。
（２）　市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、
　　市民の代表としてふさわしい活動をすること。
（３）　議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指し、活動すること。
　　（会派）
第４条　議員は、会派を結成することができる。
２　会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
３　会派は、議会運営及び政策立案に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めること。
４　会派及び代表者会議については、別に定める。

第３章　危機管理
　　（災害時における議会及び議員の活動）
第５条　議会は、大規模な災害及びそれに類する被害（以下「災害」という。）
　及び非常事態等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産又は生活の平穏
　を守るとともに、緊急時における総合的かつ機能的な活動が図れるよう、体
　制の整備に努めるものとする。
２　前項の場合において、議長は、議会としての対応策を協議又は調整するた
　めの会議を必要に応じて開催するものとする。
３　議会は、災害の状況を調査し、市民の意見及び要望を的確に把握するとともに必要に応じて、市長その他の執行機
　関及びその職員（以下「市長等」という。）に対する情報提供、提言等を行うものとする。
４　議員は、災害が発生した場合は、議会の災害対応の方針に基づき、必要な役割を果たすものとする。

第４章　議会運営
　　（民主的かつ効率的な議会運営）
第６条　議会は、議員平等の原則による民主的な運営を基本とし、加えて効率的な運営を行わなければならない。
２　議会は、市民に分かりやすい言葉及び表現の方法を用いた議会運営に努めなければならない。
３　本会議において、代表質問、一般質問は一問一答方式で行うものとする。
　　（委員会の適切な運営）
第７条　議会は、市政の課題に対応するため、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）
　の専門性及び特性を考慮した上で委員会を適切に活用するものとし、委員会は、その専門性及び特性が十分に発揮で
　きるよう運営されなければならない。
２　委員会は、議会としての合意形成を図るため、委員間における自由討議を尊重するとともに、委員会の審査に当たっ
　ては、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。
３　委員会は、各所管に属する事務に関する調査を積極的に行うよう努めるものとする。
　　（政務活動費）
第８条　政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するために交付されるものであることを認識し、適正に執行
　するとともに、政務活動費の交付を受けたものは、収支報告書等（収支報告書及び領収書又はこれに準ずる書類）を
　公開し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
２　政務活動費については、別に条例で定める。

　
　
次
の
ペ
ー
ジ
も
、「
議
会
基
本
条
例
（
素
案
）」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。



議会だより／第 49号 18

第５章　市民と議会の関係
　　（市民参加及び市民との連携）
第９条　議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
２　議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１００条の２の規定による専門的知見を活
　用するとともに、法第１１５条の２の規定による公聴会及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識
　見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
３　議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、意見の把握と反映に努めるとともに、議員の政策立案能力の強化、政
　策提案の拡大を図るものとする。
４　議会は、すべての会議を原則公開する。
５　議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議及び審査の内容について報告する議会報告会を開催するものとす
　る。

第６章　議会と行政の関係
　　（市長等との関係）
第１０条　議会審議における議員と市長等との関係は、
　次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなけ
　ればならない。
　（１）　本会議における議員と市長等の質疑応答は、広
　　　く市政上の論点及び争点を明確にしなければなら
　　　ない。
　（２）　議長から本会議及び委員会への出席を要請され
　　　た市長等は、議長又は委員長の許可を得て、論点
　　　を明確にするため議員の質問に対して反問するこ
　　　とができる。
　　（重要な政策等の説明）
第１１条　議会は、市長が提案する議案について、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対
　して、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。
２　議会は、市長等が重要な政策等について、基本方針及びその他これらに類するものを作成し、又は変更するときは、
　当該政策等に関する内容の説明を求めるものとする。
３　議会は、前項の説明を踏まえ、意見及び政策提言を市長等に行うものとする。
４　市長等は、前項の意見及び政策提言の趣旨を尊重しなければならない。
　　（議決事件）
第１２条　地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるものとする。
　（１）　基本構想（市政の総合的かつ計画的な運営を図るために長期的な展望に立って定める構想）の策定、変更又は廃
　　　止。
　（２）　基本計画（基本構想に基づき市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画）の
　　　策定、変更又は廃止。

第７章　自由討議の推進
　　（議会の合意形成）
第１３条　議長は、議会が言論の府であることを十分認識し、
　議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。
２　議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審
　査に当たり結論を出す場合にあっては、議員相互間の議論
　を尽くして合意形成に努めるものとする。
　　（政策討論会）
第１４条　議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を図るた
　め、政策討論会を開催する。
２　政策討論会について必要な事項は、別に定める。
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第８章　議会の機能強化
　　（予算の確保）
第１５条　議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実
　現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
　　（議員研修の充実強化）
第１６条　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
　　（議会事務局の体制整備）
第１７条　議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図る
　よう努めるものとする。
　　（議会図書室）
第１８条　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
　　（議会広報の充実）
第１９条　議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。
２　議会は、議会広報のほか多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう議会広報活動を　
　するものとする。
３　議会は、田村市議会中継のインターネットによる動画配信や田村市公式フェイスブックを通じ、議会の活動状況
　を市内多数の市民に周知するものとする。

第９章　議員の政治倫理、身分
　　（議員の政治倫理）
第２０条　議員は、市民全体の奉仕者として政治倫理の確立と
　向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行わ
　なければならない。
　　（議員定数）
第２１条　議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点の
　みではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に
　考慮するものとする。
２　議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し、決定するもの
　とする。
３　議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明
　確な改正理由を付して、法の規定するところにより、委員会又は議員から提出するものとする。
４　議員定数については、別に条例で定める。

第１０章　最高規範性と見直し手続き
　　（最高規範性）
第２２条　この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例等を制定してはな
　らない。
２　議会は、法令を順守するとともに、議会に関する法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、　
　適正に行われなければならない。
　　（見直し手続）
第２３条　議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じてこの条例の改正その他の必要な措置を
　講ずるものとする。
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船引高校３年生
國分　藍結（あゆ）さん

　「たむらの魅力発見！！」

☆６月定例会の開催予定☆

　６月定例会は下記の日程で開催される予定です。議会は一般に公開され、どなたでも傍聴できます。
なお、正式には定例会初日に決定されるため、変更になることもあります。詳しくは議会事務局までお問
い合わせください。

６月９日（金）初日（招集日）
　会期の決定、提案理由の説明等議事調査

６月１４日（水）代表質問
６月１５日（木）一般質問
６月１６日（金）一般質問
６月１９日（月）一般質問

６月２０日（火）総括質疑、議案等の常任委員会付託
各常任委員会審査

６月２１日（水）予算常任委員会審査
６月２３日（金）最終日

　各常任委員会審査結果報告、質疑、討論、採決

2/17

3/10
2/28

2/232/22

0 名

4 名
1 名

4 名4 名

３月定例会は、延べ１３人の方が傍聴されました。

昨年の３月定例会は、延べ６２人の方が傍聴され
ました。

☆田村市議会ホームページアドレス☆
 http://www.city.tamura.lg.jp/site/gikai/

議会だよりへのご意見・ご要望をお寄せください！！

前列左から土屋委員長、遠藤副委員長
後列左から吉田委員、石井委員、箭内委員、渡邉委員

〈委員長〉　　土屋　省一
〈副委員長〉　遠藤　雄一
〈委員〉　　　渡邉　照雄
　　　　　　吉田　文夫
　　　　　　石井　忠治
　　　　　　箭内　仁一

シリーズ 若者の声シリーズ 市民の声

　「田村のよさを伝える」をテーマとして、私たちは、田村
市復興応援隊の方々と一緒に活動してきました。食・文化・
自然の観点から一つ選び、グループごとに取材を行ったり、
パンフレットやインターネットを使ったりと、工夫して調べ
ながら学習し、文化祭で発表しました。
　私たちの班は、片曽根山について調べました。片曽根山の
魅力を大勢の方々に知ってもらうため、班で話し合って、ア
イディアを色々と出し合いました。実際に片曽根山を登った
り、いろいろな資料を集めたりしました。その成果を、文化
祭でポスターにまとめ、緑豊かな美しさや実際に登る楽しさ
などについて展示しました。

田村市都路町
五十嵐　功吉さん

　「農業による支援を」

　震災前、一部の田んぼでアイガモを放したり、米ぬかを使っ
て除草を行うなど、無農薬栽培をしていましたが、すべてス
トップしてしまい、その後 3 年休んでから従来の農法によ
り再開し、現状では無農薬栽培はまだ無理な状態です。また、
農業を再開したころから、あちこちに耕作放棄地が増え、所
によっては、柳の木が伸びてる風景が目に付くようになりま
した。畜産関係の人も販売価格が一時半分ぐらいにまでダウ
ンしましたが、それでも何とか乗り越えてきました。行政に
対して、逐次、各種対策や支援を望みます。
　認定農業者会では、風評払拭のため、地元産米を使って

「みやこじの里」という酒を作っており、地域の盛り上がり
は、農業の元気力にも影響
すると思います。そんな中
で減容化施設が近く稼動す
ると思われるので、震災か
ら徐々に回復してきている
現在、市には決して事故な
ど起きないよう、より厳正
な監視と検査を求めます。

　今まで私は、田村市に住
んでいるだけで、地元につ
いて詳しく知ろうと思った
ことはあまりありませんで
したが、今回の活動を通し
て田村の魅力に気付くこと
ができたことで、私はいま、

「たむら」を誇りに感じて
います。 片曽根山頂から見た市街地

平成２８年１２月定例会の傍聴者


